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「
山
丹
」
と
い
う
語
は
、「
さ
ん
た
ん
」
と
よ
む
。
江
戸
時
代
の
和
文
史

料
に
見
え
る
用
語
で
、
北
海
道
の
北
、
サ
ハ
リ
ン
島
（
旧
樺
太
）
か
ら
間

宮
海
峡
（
韃
靼
海
峡
）
を
越
え
た
ア
ム
ー
ル
川
（
黒
竜
江
）
下
流
域
を
指

す
。
片
仮
名
で
「
サ
ン
タ
ン
」
と
表
記
さ
れ
た
り
、
漢
字
で
「
山
靼
」
や

「
山
旦
」
と
書
か
れ
た
り
も
す
る
。
そ
こ
に
住
ま
う
民
族
集
団
を
指
す
場

合
、
用
例
と
し
て
は
「
山
丹
人
」
と
書
か
れ
、
地
域
を
指
す
場
合
に
は

「
山
丹
地
」
な
ど
と
書
か
れ
る
。
漢
文
の
文
献
に
は
「
山
丹
」
と
い
う
語

は
見
え
ず
、
和
文
に
限
定
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
。
北
海
道
・
サ
ハ
リ
ン
南

部
に
住
む
ア
イ
ヌ
や
、
サ
ハ
リ
ン
中
部
に
住
む
ウ
ィ
ル
タ
の
言
語
に
見
え

る
、「
サ
ン
ダ
」「
シ
ャ
ン
タ
」
と
い
っ
た
単
語
に
由
来
す
る
借
用
語
と
さ

れ
る
。「
山
丹
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
史
の
み
な
ら
ず
東
洋
史
・
文
化
人

類
学
の
分
野
に
お
け
る
研
究
が
近
年
飛
躍
的
に
進
み
、
そ
の
実
態
が
明
ら

か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
で
は
以
下
、
佐
々
木
史
郎
・
松
浦
茂
・
児
島

恭
子
・
中
村
和
之
ら
の
仕
事
を
踏
ま
え
、
解
説
を
試
み
て
み
た
い
。

「
山
丹
人
」
は
、
ウ
リ
チ
と
呼
ば
れ
る
民
族
集
団
を
指
す
。
も
ち
ろ
ん

前
近
代
に
お
け
る
民
族
集
団
の
定
義
は
画
然
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

か
ら
、
ア
イ
ヌ
出
自
の
者
や
サ
ハ
リ
ン
北
部
・
ア
ム
ー
ル
川
河
口
域
に
住

む
ニ
ヴ
フ
出
自
の
者
な
ど
を
も
含
み
込
ん
だ
集
団
と
捉
え
る
べ
き
だ
が
、

そ
の
中
核
を
な
し
た
の
は
現
在
の
ウ
リ
チ
の
人
び
と
の
直
接
の
先
祖
で
あ

る
と
み
て
よ
い
。
ウ
リ
チ
は
現
在
、
ロ
シ
ア
に
お
い
て
公
認
さ
れ
た
民
族

の
ひ
と
つ
で
、
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
（
現
ロ
シ
ア
連
邦
極
東
連
邦
管
区
ハ

バ
ロ
フ
ス
ク
地
方
）
に
約
三
二
〇
〇
人
が
暮
ら
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

「
山
丹
地
」
と
は
、
従
っ
て
、
狭
い
意
味
で
は
近
世
に
お
け
る
ウ
リ
チ
の

居
住
地
を
指
す
が
、
幕
末
の
用
例
を
み
る
と
、
ウ
リ
チ
居
住
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
一
帯
を
広
く
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ウ
リ
チ
の
居
住
域
を
含
む
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
（
ア
ム
ー
ル
ラ
ン
ド
）

は
、
一
九
世
紀
中
葉
に
露
清
間
で
結
ば
れ
た
ア
イ
グ
ン
条
約
（
一
八
五
八

年
）・
北
京
条
約
（
一
八
六
〇
年
）
で
ロ
シ
ア
領
と
な
る
以
前
、
ネ
ル
チ

ン
ス
ク
条
約
（
一
六
八
九
年
）
が
長
く
効
力
を
持
ち
清
朝
の
支
配
が
及
ん

で
い
た
。
清
朝
は
こ
の
地
域
の
諸
民
族
を
、
収
貢
頒
賞
の
シ
ス
テ
ム
で
政

治
的
に
編
成
し
た
（
辺
民
制
度
）。
清
朝
は
、
ア
ム
ー
ル
川
支
流
松
花
江

流
域
の
都
市
三
姓
（
現
依
蘭
）
に
吉
林
将
軍
管
下
の
副
都
統
を
置
き
、
ア

ム
ー
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
辺
民
編
成
の
要
と
し
た
。
三
姓
副
都
統
は
ア
ム

ー
ル
川
下
流
域
右
岸
の
デ
レ
ン
に
設
置
さ
れ
た
出
先
機
関
（
満
洲
仮
府
）

に
役
人
を
派
遣
し
、
収
貢
頒
賞
の
実
務
を
管
掌
せ
し
め
た
が
、
そ
の
対
象
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質
問

山
丹
・
山
丹
交
易
に
つ
い
て　

山
丹
交
易
の
担
い
手
は
、
ど

こ
に
住
む
ど
ん
な
民
族
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
交
易
の

実
態
を
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。
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は
ウ
リ
チ
・
ニ
ヴ
フ
（
大
陸
ニ
ヴ
フ
）・
ナ
ナ
イ
と
い
っ
た
ア
ム
ー
ル
ラ

ン
ド
の
諸
民
族
に
と
ど
ま
ら
ず
、
サ
ハ
リ
ン
島
の
ニ
ヴ
フ
や
ア
イ
ヌ
に
も

及
ん
だ
。
一
八
〇
九
年
（
文
化
六
）
に
サ
ハ
リ
ン
を
経
て
デ
レ
ン
を
訪
れ

た
間
宮
林
蔵
は
、
デ
レ
ン
に
ハ
ラ
タ
（「
長
夷
」）・
カ
ー
シ
ン
タ
（「
次

夷
」）
の
官
職
を
授
か
っ
て
い
る
ニ
ヴ
フ
や
ア
イ
ヌ
が
サ
ハ
リ
ン
か
ら
入

貢
し
て
い
る
様
子
を
記
し
て
い
る
（『
北
夷
分
界
余
話
』）。

清
朝
が
貢
納
物
と
し
て
求
め
た
の
は
、
毛
皮
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
貂て
ん

や
獺
か
わ
う
そ・
狐き
つ
ねが
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
へ
の
対
価
と
し
て
、
官
職
と
と
も
に
頒

賞
品
が
下
さ
れ
た
。
授
け
た
官
職
に
応
じ
た
絹
織
物
の
官
服
（
チ
ャ
イ
ナ

ド
レ
ス
状
の
龍
紋
衣
）
や
反
物
、
青せ

い

玉ぎ
ょ
くな
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
ウ
リ
チ
は

入
手
し
た
絹
織
物
や
青
玉
を
、
鷲
羽
ら
と
と
も
に
サ
ハ
リ
ン
や
ソ
ウ
ヤ

（
宗
谷
）
に
も
た
ら
し
ア
イ
ヌ
や
和
人
と
交
易
し
た
。
ア
イ
ヌ
か
ら
は
毛

皮
を
調
達
し
、
和
人
か
ら
は
和
製
品
（
鉄
鍋
や
小
刀
）
を
入
手
し
た
の
で

あ
る
。
ア
イ
ヌ
は
ウ
リ
チ
か
ら
得
た
山
丹
交
易
品
を
、
和
人
へ
転
売
す
る

の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
絹
織
物
は
「
蝦
夷
錦
」
や
「
山
丹

錦
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
松
前
藩
主
が
贈
答
品
に
用
い
た
ほ
か
、
一
般
に
流

布
し
袈
裟
や
文
具
に
仕
立
て
ら
れ
る
な
ど
、
日
本
社
会
で
珍
重
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
ウ
リ
チ
や
樺
太
ア
イ
ヌ
を
通
じ
て
中
国
製
品
や
鷲
羽
が
日

本
へ
も
た
ら
さ
れ
、
毛
皮
や
和
製
品
が
ア
ム
ー
ル
ラ
ン
ド
へ
も
た
ら
さ
れ

る
交
易
ル
ー
ト
は
、
か
つ
て
朝
鮮
史
家
の
末
松
保
和
に
よ
っ
て
「
山
丹
交

易
」
と
定
義
さ
れ
（『
近
世
に
於
け
る
北
方
問
題
の
進
展
』
一
九
二
八
年
）、

現
在
で
も
分
析
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
山
丹
交
易
に

従
事
し
た
の
は
ウ
リ
チ
＝
山
丹
人
に
限
定
さ
れ
ず
、
デ
レ
ン
に
直
接
入
貢

し
官
職
と
と
も
に
頒
賞
品
を
得
た
り
、
山
丹
人
と
日
本
と
の
間
の
中
継
交

易
に
携
わ
っ
た
り
し
た
ア
イ
ヌ
や
ニ
ヴ
フ
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
近

世
の
日
本
は
清
朝
へ
入
貢
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
長
崎
に
龍
紋
衣
の
官

服
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
琉
球
王
へ
は
冊
封
時
に
龍
紋
の
施
さ

れ
た
反
物
が
清
朝
皇
帝
か
ら
下
賜
さ
れ
て
い
る
）。
蝦
夷
錦
が
珍
重
さ
れ

た
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
も
手
伝
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

山丹交易関連概念図
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山
丹
交
易
が
本
格
化
し
た
の
は
、
清
朝
に
よ
り
ア
ム
ー
ル
ラ
ン
ド
諸
民

族
に
対
す
る
三
姓
副
都
統
を
介
し
た
辺
民
編
成
が
確
立
し
、
毛
皮
集
荷
圧

力
が
高
ま
っ
た
一
八
世
紀
前
半
以
降
と
さ
れ
る
。
和
文
文
献
に
お
け
る

「
サ
ン
タ
ン
」
の
初
見
は
、
金
座
役
人
坂
倉
源
次
郎
の
筆
に
な
る
一
七
三

九
年
（
元
文
四
）
成
立
の
『
北
海
随
筆
』
と
さ
れ
、
年
代
的
に
符
合
す
る
。

む
ろ
ん
、
サ
ハ
リ
ン
を
介
し
た
ア
ム
ー
ル
ラ
ン
ド
と
蝦
夷
地
と
の
間
の
文

物
の
往
来
は
、
そ
れ
以
前
に
も
確
認
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
明
清
交
代
以
前

の
一
六
一
八
年
（
元
和
四
）
に
松
前
を
訪
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
ロ
ー
マ

の
本
部
へ
送
っ
た
報
告
書
に
は
、
中
国
製
の
絹
織
物
が
蝦
夷
島
日
本
海
側

の
ア
イ
ヌ
に
よ
り
松
前
へ
も
た
ら
さ
れ
る
ル
ー
ト
が
記
さ
れ
る
（『
北
方

探
検
記
』）。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
的
に
山
丹
交
易
と
い
う
場
合
、
そ
れ

は
一
八
世
紀
前
半
か
ら
一
九
世
紀
後
半
に
か
け
、
清
朝
と
幕
藩
制
国
家
に

よ
る
需
要
を
前
提
と
し
た
交
易
と
限
定
し
て
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
サ
ハ
リ
ン
の
ア
イ
ヌ
は
直
接
交
易
者
あ
る
い
は
中
継
交
易

者
と
し
て
山
丹
交
易
に
従
事
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
一
八
世
紀
末
頃
に
な

る
と
、
対
山
丹
人
取
引
で
の
負
債
が
恒
常
化
し
、
負
債
の
か
た
に
人
身
を

拘
束
・
連
行
さ
れ
る
者
が
続
出
す
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
一
七

九
二
年
（
寛
政
四
）
に
サ
ハ
リ
ン
を
踏
査
し
た
最
上
徳
内
の
報
告
に
よ
り

明
ら
か
と
な
り
（『
蝦
夷
草
紙
後
編
』）、
幕
府
は
サ
ハ
リ
ン
支
配
や
ア
イ

ヌ
撫
育
の
観
点
か
ら
、
何
ら
か
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
に
至
る
。
幕
府
は
ロ

シ
ア
の
南
下
に
対
応
し
て
一
七
九
九
年
（
寛
政
一
一
）
に
箱
館
・
東
蝦
夷

地
を
上
知
、
つ
い
で
一
八
〇
七
年
（
文
化
四
）
に
サ
ハ
リ
ン
南
部
を
含
む

松
前
蝦
夷
地
一
円
を
上
知
し
、
松
前
藩
は
奥
州
梁
川
へ
転
封
と
し
た
。
そ

の
翌
年
の
〇
八
年
か
ら
〇
九
年
に
か
け
、
幕
府
は
松
田
伝
十
郎
・
間
宮
林

蔵
ら
を
サ
ハ
リ
ン
へ
派
遣
し
、
そ
の
実
情
を
踏
査
さ
せ
た
。
林
蔵
が
デ
レ

ン
の
満
洲
仮
府
へ
至
っ
た
の
は
こ
の
と
き
で
あ
り
、
併
せ
て
サ
ハ
リ
ン
が

島
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
も
こ
の
と
き
で
あ
る
。

伝
十
郎
は
踏
査
後
も
連
年
サ
ハ
リ
ン
へ
出
張
し
、
一
七
九
〇
年
（
寛
政

二
）
以
来
松
前
藩
に
よ
り
山
丹
交
易
の
拠
点
が
ソ
ウ
ヤ
か
ら
移
さ
れ
て
い

た
サ
ハ
リ
ン
西
南
端
の
シ
ラ
ヌ
シ
に
お
い
て
山
丹
人
を
応
接
し
、
ア
イ
ヌ

の
抱
え
て
い
た
負
債
を
一
八
一
二
年
（
文
化
九
）
ま
で
に
公
金
に
よ
り
精

算
し
、
以
後
幕
府
が
直
接
山
丹
交
易
に
あ
た
る
旨
を
伝
達
し
た
。
い
わ
ば

山
丹
交
易
の
公
営
化
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
以
後
原
則
と
し
て
サ
ハ
リ

ン
の
ア
イ
ヌ
が
中
継
交
易
者
と
し
て
山
丹
交
易
に
関
与
す
る
こ
と
は
な
く

な
っ
た
。
幕
府
は
ウ
リ
チ
語
に
通
じ
た
サ
ハ
リ
ン
駐
在
の
和
人
商
人
を

「
山
丹
通
詞
」
と
し
て
取
り
立
て
、
交
易
実
務
に
あ
た
ら
せ
て
い
る
。
交

易
の
規
模
は
、
一
八
五
三
年
（
嘉
永
六
）
の
記
録
に
よ
る
と
、
四
艘
の
船

で
六
六
人
の
山
丹
人
が
来
航
し
、
青
玉
二
四
二
〇
連
、
真
羽
（
鷲
羽
）
三

六
把
余
、
袖
物
（
龍
紋
衣
）
七
枚
、
牡
丹
形
錦
（
反
物
）
五
一
本
、
龍
形

錦
（
反
物
）
三
三
本
、
煙
管
一
〇
本
な
ど
が
も
た
ら
さ
れ
、
獺
皮
一
二
五

六
枚
、
狐
皮
五
九
二
枚
、
貂
皮
五
八
〇
枚
、
鉄
鍋
二
七
枚
、
鑢
や
す
り

五
七
挺
、

手ち
ょ
う

斧な

六
挺
が
出
荷
さ
れ
て
い
る
（「
北
蝦
夷
地
御
引
渡
目
録
」）。
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そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
毛
皮
の
調
達
で
あ
る
。
サ
ハ
リ
ン
に
お

け
る
ア
イ
ヌ
の
対
山
丹
人
負
債
恒
常
化
は
、
前
貸
精
算
制
に
よ
り
ア
イ
ヌ

へ
渡
さ
れ
た
蝦
夷
錦
・
鷲
羽
な
ど
の
対
価
と
し
て
求
め
ら
れ
た
毛
皮
が
調

達
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
日
本
に
よ
る
山

丹
交
易
品
の
需
要
の
増
加
（
＝
調
達
の
強
制
）
と
と
も
に
、
サ
ハ
リ
ン
に

お
け
る
毛
皮
資
源
、
と
り
わ
け
デ
レ
ン
の
欲
し
た
貂
・
獺
・
狐
の
枯
渇
が

あ
っ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
幕
府
は
シ
ラ
ヌ
シ
に
お
け
る
山
丹
交
易
を

一
定
規
模
で
維
持
す
る
た
め
に
、
山
丹
人
の
欲
す
る
和
製
品
（
お
も
に
鉄

製
品
）
に
加
え
、
貂
・
獺
・
狐
の
毛
皮
を
安
定
的
に
調
達
す
る
必
要
に
迫

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
毛
皮
は
「
小こ

皮か
わ

類
」
と
呼
ば
れ
、
松
前
藩

復
領
期
・
幕
末
の
幕
府
再
上
知
期
を
通
じ
て
、
奉
行
所
ま
た
は
藩
の
責
任

に
よ
り
集
荷
さ
れ
る
体
制
が
構
築
さ
れ
た
。
出
利
葉
浩
司
や
長
澤
政
之
の

研
究
に
よ
る
と
、「
小
皮
類
」
の
集
荷
割
当
は
蝦
夷
地
全
域
（
サ
ハ
リ

ン
・
北
海
道
・
南
千
島
）
の
場
所
請
負
人
に
加
え
、
松
前
地
の
和
人
諸
村

落
や
、
北
蝦
夷
地
＝
サ
ハ
リ
ン
の
場
所
請
負
人
と
取
引
の
あ
る
加
賀
・
越

中
・
能
登
の
問
屋
商
人
へ
も
及
ん
で
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
山
丹
交
易

は
、
蝦
夷
地
の
狩
猟
者
（
ア
イ
ヌ
）
の
み
な
ら
ず
、
松
前
地
や
北
陸
地
方

の
狩
猟
者
（
百
姓
）
の
生
業
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
い
え
そ
う
だ
。

山
丹
交
易
の
終
焉
は
、
一
八
六
八
年
（
慶
応
四
）
に
箱
館
奉
行
所
が
交

易
停
止
を
決
定
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
前
年
に
は
、
結
果
的
に
最
後
と

な
る
交
易
が
山
丹
人
を
迎
え
シ
ラ
ヌ
シ
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
先
立
つ
一

八
五
四
年
（
安
政
元
）
に
幕
府
は
日
魯
通
好
（
日
露
和
親
）
条
約
を
締
結

し
、
日
露
間
の
国
境
を
定
め
て
い
る
が
、
サ
ハ
リ
ン
に
つ
い
て
は
国
境
未

確
定
と
さ
れ
、
こ
の
体
制
下
に
も
山
丹
交
易
は
継
続
さ
れ
た
。
し
か
し
、

ロ
シ
ア
に
よ
る
ア
ム
ー
ル
ラ
ン
ド
領
有
後
の
一
八
六
七
年
（
慶
応
三
）
に

日
露
間
で
「
カ
ラ
フ
ト
島
仮
規
則
」
が
結
ば
れ
、
サ
ハ
リ
ン
は
両
国
雑
居

と
定
め
ら
れ
る
。
同
規
則
で
は
先
住
民
の
自
由
交
易
が
保
障
さ
れ
た
た
め
、

ア
イ
ヌ
を
排
除
し
た
従
来
の
山
丹
交
易
の
か
た
ち
が
問
題
と
な
っ
た
の
で

あ
る
（
東
冨
内
御
用
所
「
慶
応
四
戊
辰
年
正
月　

御
用
留
」）。
こ
の
体
制

下
で
は
、
ウ
リ
チ
・
ア
イ
ヌ
間
の
交
易
は
妨
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の

後
サ
ハ
リ
ン
方
面
の
国
境
は
、
一
八
七
五
年
（
明
治
八
）
に
明
治
政
府
が

ロ
シ
ア
と
結
ん
だ
樺
太
千
島
交
換
条
約
で
確
定
し
、
サ
ハ
リ
ン
全
島
は
ロ

シ
ア
領
と
な
り
、
宗
谷
海
峡
が
明
確
に
国
境
と
定
め
ら
れ
る
に
至
る
。
こ

う
し
た
二
国
間
に
お
け
る
近
代
的
国
境
画
定
作
業
の
な
か
で
、
山
丹
交
易

の
成
立
す
る
余
地
は
失
わ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
清
朝
の
辺
民
編
成
と
幕
府
の
対
蝦
夷
地
政
策
と
い
う

近
世
的
な
秩
序
の
な
か
で
こ
そ
機
能
し
た
の
が
、
山
丹
交
易
の
特
質
で
あ

っ
た
。
そ
の
主
要
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
山
丹
人
＝
ウ
リ
チ
が
お
り
、
近
世
を
通

じ
て
ソ
ウ
ヤ
あ
る
い
は
シ
ラ
ヌ
シ
に
定
期
的
に
来
航
し
、
日
清
間
の
中
継

交
易
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
続
け
て
い
た
こ
と
も
、
日
本
近
世
の
対

外
関
係
の
一
側
面
と
し
て
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
た
に
も
と
・
あ
き
ひ
さ
／
北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
准
教
授
）


